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2020 年 8 月 

1. 新型コロナウイルス最新情報 

オーストラリアでの日々の感染者数は 7 月末頃に 700 人を超え過去最高を記録しましたが、

直近（8 月 23 日現在）は 200 人前後まで減少しています。引き続きその感染者数のほとんど

がビクトリア州からとなっており、同州では緊急事態宣言が 9 月 13 日まで延長されています。 

 

 

2. 雇用維持支援（JobKeeper Payment）の要件緩和 

オーストラリア政府は 7 月 21 日に雇用維持支援（JobKeeper Payment）の 6 ヵ月間の

延長を発表しましたが（当ニュースレター7 月号参照）、8 月 7 日には受給要件の緩和も発表

しています（雇用主の売上減少要件の緩和、従業員の在籍時期要件の緩和）。 
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 当初内容 延長内容（8 月 7 日発表の緩和反映後） 

支給期間  2020 年 3 月 30 日 

～2020 年 9 月 27 日 

  2020 年 9 月 28 日 

～2021 年 1 月 3 日 

2021 年 1 月 4 日 

～2021 年 3 月 28 日 

支給額 従業員 1 人につき隔週 1,500 ドル ・ 従業員 1 人につき隔週 1,200 ドル 

・ 勤務時間が平均週 20 時間未満の従

業員は 1 人につき隔週 750 ドル 

・ 従業員 1 人につき隔週 1,000 ドル 

・ 勤務時間が平均週 20 時間未満の従

業員は 1 人につき隔週 650 ドル 

受給要件 

（主なもの） 

【雇用主】 

・ 2020 年 3 月 1 日時点でオーストラリアで事

業を行っている 

・ 売上が減少している（※） 

- 売上 10 億ドル未満（注） 

前年同期比売上 30％減 

- 売上 10 億ドル以上（注） 

前年同期比売上 50％減 

【従業員】 

・ 2020 年 3 月 1 日時点で在籍している従業

員（Casual従業員の場合は、12ヶ月間以

上定期的に雇用されていた必要あり） 

・ オーストラリア国民及び永住者等 

 

・ 同左 

 

・ 売上の減少要件（左記※）を再度充

たす必要がある。 

下記四半期で前年同期比売上が減少 

- 2020 年 7～9 月四半期のみ 

 （2020年4～６月四半期は不要） 

 

・ 左記に加え、2020 年 7 月 1 日時点

で在籍している従業員も対象（当緩和

は 8 月 3 日以降の補助金より適用） 

・ 同左 

 

・ 同左 

 

・ 売上の減少要件（左記※）を再度充

たす必要がある。 

下記四半期で前年同期比売上が減少 

- 2020 年 10～12 月四半期のみ 

 （2020 年 4～６月四半期及び 7～

9 月四半期は不要） 

・ 同左 

 

 

・ 同左 

（注）ここでの売上金額は、日本の親会社などオーストラリア内外のグループ会社を含めた「aggregated annual turnover」で判定 
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3. ASIC への財務諸表提出期限の延長 

新型コロナウイルスによる影響を踏まえ、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は決算日が

2020 年 7 月 7 日までの財務諸表について提出期限を 1 ヶ月延長しています。例えば、2020

年 6 月 30 日決算会社の場合、ASIC への財務諸表の提出期限は以下となります。 

 通常 延長後 

公開会社 9 月 30 日 10 月 31 日 

非公開会社（大会社） 10 月 31 日 11 月 30 日 

非公開会社（大会社以外） 提出不要 提出不要 

 
 

お問い合わせ先 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel：+61 3 9225 5013 

Web：https://www.faircongrp.com/ 

       

讃岐 修治          鳥居 裕司 

オーストラリア国公認会計士        日本国公認会計士/米国公認会計士 

E-Mail：sh.sanuki@faircongrp.com       E-Mail：hi.torii@faircongrp.com 

 

「FCG オーストラリア ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 
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